
2008年5⽉28⽇

定款の⼀部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5⽉28⽇開催の取締役会において、「定款⼀部変更の件」を平成20年6⽉20⽇開催予定の第68

期定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の⽬的

(1) 株主の権利⾏使に対し確実な対応を期するため、権利⾏使は書⾯をもって⾏うものとする規定を新設し、

併せて、その他の権利⾏使の⽅法については取締役会が定める株式取扱規則による旨を明⽰するもので

す。

(2) 条⽂の新設に伴い、条数の変更を⾏うものです。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は次のとおりです。

（太字は変更部分）

現⾏定款 変更案

第2章 株 式

〔新 設〕

第2章 株 式

第14条（株主の権利⾏使の⽅法）

株主は、法令⼜は本定款に基づき当社並びに取締役

に対して株主の権利を⾏使する場合には書⾯をもっ

て⾏い、その他の⽅法については、取締役会の定め

る株式取扱規則によることとする。

第14条〜第42条

〔省 略〕

第15条〜第43条

〔現⾏どおり〕

�

（ 別紙資料へ ）

3. ⽇程

定款変更のための株主総会開催⽇ 平成20年6⽉20⽇（⾦曜⽇）

定款変更の効⼒発⽣⽇ 平成20年6⽉20⽇（⾦曜⽇）

�

以上

≪お問合せ先≫

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション室 佐野

ＴＥＬ：０３－３２１４－２２７０

ＦＡＸ：０３－３２１４－２２７２

https://sfc.jp/information/news/2008/2008-05-28.pdf
http://sfc.jp/
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